
令和５年  学校ルール変更点 

 

◎ 夏季の登下校時  日傘の利用と帽子の着用を可能とする 

 

  理由： 熱中症予防のため 

  帽子： 体育で使用しているものと同様のもの。正門で着脱すること。 

       （白で５００円玉くらいのワンポイント可） 

 

◎ 防寒具、防寒着の着用について 

 冬季のみの着用期間を廃止。本人の体調に合わせての着用とする。 

 マフラー等の色の自由化 


